
静岡市道路橋点検要領 

令和 2 年 4 月 

静岡市 建設局 











































18 

10.2 定期点検（簡易） 

ボックスカルバート，コンクリート床版橋（ＰＣスラブ桁橋を含む）、Ｈ鋼桁橋の定期点検結果は，

記録を簡素化しても良い。 

ただし，張り出し床版を有するもの，複数径間は対象外とする。 

【解説】 

以下のような条件を満たす橋梁形式としてボックスカルバート，コンクリート床版橋、Ｈ鋼桁橋を

定期点検（簡易）の対象とした。 

① 簡単な記録で損傷の位置を確認（視認）できる。 

② 簡単な記録で部材全体への損傷の拡がりを表現できる。 

③ 発生する損傷の種類や数が少ない傾向にある。 

損傷は以下の要領で記録する。 

４つの損傷の種類（ひびわれ，剥離・鉄筋露出，漏水・遊離石灰，その他）を対象として記録 

※Ｈ鋼桁橋の鋼部材の損傷については、その他で記録する。 

５つの損傷等級の内，２種類の等級について評価 

２種類とは，全体的＝主たる損傷等級，部分的＝主たる損傷等級以外の損傷等級 

損傷の拡がりは，部材を９要素に分割し，損傷種類ごとに損傷マーク図を作成（部分的の発生

要素を記録） 

支承本体，沓座，高欄・防護柵，舗装，伸縮装置，排水施設の損傷については重大な損傷の有

無を記録 

       図 10.2 定期点検（簡易）における損傷状況の記録例 












